
№ こんなとき 事 業 名 事 業 の 主 な 内 容 補 助 の 要 件 等 担 当 係

1
お子さんがおたふ
くかぜの予防接種
を受けるとき

おたふくかぜワクチン
予防接種費用助成事業

対象のお子さんが北村山地区内の協力
医療機関でおたふくかぜワクチンの予防
接種を受ける際に接種費用の一部を助
成

◆対象者
　①１歳以上２歳未満　
　②年長児（小学校就学前の1年間）
◆接種できる医療機関
　北村山地区の協力医療機関

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】

2

お子さんの出生後
に保険適用外の１
か月児健康診査を
受けたい時

尾花沢市１か月児健康診
査助成事業

生後１か月ごろに医療機関で実施される
保険適用外の１か月児健康診査に対して
一部助成（上限1回）
※上限額あり
※母子健康手帳交付の際、受診券を発行

◆健診日に尾花沢市に住所を有する乳児

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】

3

乳歯から永久歯へ
生え変わり時の口
腔内の健康を守り
たいとき

歯科パノラマX線写真検
査事業

対象のお子さんが尾花沢市内の協力歯
科医療機関で歯科パノラマX線検査を受
ける際に検査費用を全額助成

◆小学２年生の児童
　対象者には個別で受診券を送付し、
　受診者は自己負担なしで個別で受診

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】
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4

小児慢性特定疾病
児童で日常生活用
具を必要とすると
き

小児慢性特定疾病児童
等日常生活用具給付事
業

特殊寝台、特殊マット等を給付
※費用の一部負担あり
   (所得に応じた負担額の軽減あり）

◆市内に居住する
   小児慢性特定疾病児童

福祉課
生活福祉係
【内線172】

5
生活保護世帯、準
要保護世帯の児
童・生徒

子どもの学習支援事業
対象児童・生徒に大学生等のボランティ
アを派遣し、学習支援並びに進学相談等
に応じる

◆児童・生徒（主に小学生・中学生で
   一定の要件を満たす方

福祉課
生活福祉係
【内線171】

6
買い物時の商品割
引等のサービスを
受けたいとき

やまがた子育て応援
パスポート（県事業）

【再掲載】

商品の割引や買い物ポイント加算等の
サービスを受けることができるパスポー
トの発行

◆妊婦・高校3年生までの子がいる家庭
福祉課
保育係

【内線175】

7
保育園給食に対す
る助成

私立保育園等副食費
助成事業費補助金

保育園・認定こども園を利用している児
童の給食費　月額4,800円を助成
（申請不要）

◆市内在住で保育園・認定こども園
   等を利用している保護者
   ※ 国免除対象者以外

福祉課
保育係

【内線175】

8
預かり保育や認可
外保育施設などを
利用するとき

施設等利用給付事業

①認定こども園が行う預かり保育につい
て、基準額または450円×利用日数のい
ずれか低い額を給付
②認可外保育施設や、一時預かり、病児
病後児保育事業等について、基準額を上
限に給付

◆①認定こども園が行う教育認定
  （１号認定者）の預かり保育を利用 
  し、保育の必要性がある子ども
◆②認可外保育施設等を利用し、
  下記の全てを満たす子ども
  ・保育の必要性がある
  ・保育所、認定こども園等に
   入所していない
  ※3歳未満児は住民税非課税世帯

福祉課
保育係

【内線175】

子育て支援

令和８年度からの新規事業

継続事業
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9
放課後児童クラブ
を利用するとき

放課後児童クラブ
利用料軽減助成金

利用料金の一部を助成
◆要保護、準要保護世帯、
   兄弟同時入所世帯

福祉課
保育係

【内線175】

10
障害児を預かる保
育園への助成

障害児保育事業費
補助金

障害児を保育するため加配される保育
士の人件費月額55,400円を補助

◆障害児を保育する私立保育園・
   認定こども園

福祉課
保育係

【内線175】

11
18歳以下のお子
さんを養育してい
るとき

児童手当
18歳以下の児童を養育する家庭に対し、
児童の年齢区分に応じた手当を支給

◆18歳以下の児童を養育する家庭

福祉課
こども家庭支援係
【内線176・177・

178】

12

ひとり親家庭で、
18歳以下のお子
さんを養育してい
るとき

児童扶養手当
18歳以下の児童を養育するひとり親家
庭に対し、所得区分に応じた手当を支給

◆18歳以下の児童又は20歳未満の
   障がい児を養育するひとり親世帯
   （所得制限あり）

福祉課
こども家庭支援係
【内線176・177・

178】

13
ひとり親家庭で、
一時的に資金が必
要なとき

市母子寡婦福祉
たすけあい資金

経済的自立と生活の安定を図るための
資金を無利子で貸付

◆ひとり親家庭

福祉課
こども家庭支援係
【内線176・177・

178】

14
ひとり親家庭で、
一定の資格取得を
目指すとき

ひとり親家庭就業支援事
業（高等職業訓練促進給
付金等事業）

父又は母が一定の資格（保育士、看護師、
介護福祉士等）を取得するための養成訓
練費を支給

◆ひとり親家庭

福祉課
こども家庭支援係
【内線176・177・

178】

15
ひとり親家庭で、
指定の就業講座を
受講するとき

ひとり親家庭就業支援
事業（自立支援教育訓練
給付金等事業）

父又は母が指定の講座（雇用保険制度の
教育訓練給付指定講座等）を受講する費
用を支援

◆ひとり親家庭

福祉課
こども家庭支援係
【内線176・177・

178】

16
ひとり親家庭の児
童が小・中学校に
入学するとき

尾花沢市ひとり親家庭等
就学奨励費補助金

小中学校に入学する子を持つひとり親家
庭に、子１人につき１万円を支給

◆ひとり親家庭
※ その他の要件あり

福祉課
こども家庭支援係
【内線176・177・

178】

17
お子さんがインフ
ルエンザの予防接
種を受けるとき

子どものインフルエンザ
予防接種費用助成事業

インフルエンザ予防接種を受ける１歳～
中学３年生までの方に接種費用の一部を
助成

◆10月～1月の間に
  インフルエンザ予防接種を受ける方 

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】

18

出産等による里帰
り時にお子さんが
定期予防接種を受
けるとき

定期予防接種費用
助成事業

母親の出産等の理由により、県外の里帰
り先で定期予防接種を受ける際の接種費
用を助成
※事前に申請し、接種後に領収書を添え
て償還払いの手続きが必要

◆乳幼児等定期予防接種対象者

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】

19
お子さんが定期予
防接種を受けると
き

乳幼児定期予防接種費
用助成事業

妊婦・乳幼児が定期予防接種を受ける際
の接種費用の全額を助成
※市外で接種する際には、事前に接種券
の交付を受けること

◆乳幼児等定期予防接種対象者

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】
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20
造血幹細胞移植後
に定期予防接種の
再接種が必要な時

造血幹細胞移植後の
ワクチン再接種費用助成

造血幹細胞移植により、移植前の定期予
防接種の予防効果が期待できない方が、
受けた再接種費用の助成

◆本市に住所があり、20歳未満の方
◆接種前の申請が必要

健康増進課
健康指導係

【内線620・621・
622・628】

21
お子さんを医療機
関等に連れて行く
とき

子育て支援
医療費助成事業

０歳児から高校３年生まで（１８歳に達し
た日以降の最初の３月３１日まで。就学さ
れていない方も含む。）が医療機関等を
受診した際の自己負担額の助成
※ 保険外診療分や入院時の食事療養費
は、助成対象外

◆０歳児から高校３年生まで
  （１８歳に達した日以降の最初の３月３１
日まで。就学されていない方も含む。）

健康増進課
国保医療係
【内線624】

22
ひとり親家庭等
で、医療機関等を
受診するとき

ひとり親家庭等医療費
助成事業

ひとり親家庭等の家族（児童・母又は父）
が医療機関等を受診した際の自己負担
額を助成
※ 保険外診療分や入院時の食事療養費
は助成対象外

◆所得税非課税世帯のひとり親家庭等
◆ひとり親家庭の１８歳以下の児童と
   その母又は父（両親のいない１８歳
   以下の児童も含む）

健康増進課
国保医療係
【内線624】
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